
 

 

 

貿易登録の流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貿易関係証明 貿易登録について  対象  オンライン発給 窓口発給 

１．登録申請 

【申請企業】 

２．書類提出 

【申請企業】 

３．登録審査 

【商工会議所】 

４．ＩＤ等の交付 

【申請企業】 
▶ ▶ 

 

▶ 
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貿易登録のご案内ページにアクセスします。 

（https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=1701） 

内容を確認して、 

・企業名等 

・担当者 

・メールアドレス 

・メールアドレス（確認） 

を入力してください。 

◎ブラウザは、Google Chrome をご利用ください。 

  そのほかのブラウザではでは正しく表示されない 

可能性がありますので、ご注意ください。 

◎あらかじめ、Google Chrome で「ポップアップの 

設定」を行ってください。 

「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」 

と「商工会議所貿易関係証明罰則規程」を確認し、 

「送信する」を押してください。 

◎規程を未確認の場合、「送信する」を押すことが 

できません。 

貿易登録のご案内ページで記入いただいたメール 

アドレス宛に、「貿易登録申請手続きのご案内」が 

届きますので、本文に記載の「（３）貿易登録の申 

請」にあるＵＲＬをクリックして貿易登録の申請 

手続きを開始します。 

※メールが届かない場合はお問い合わせください。 

 

URL をクリックすると、「貿易登録の申請」ページ 

が表示されますので、Step1.企業情報、Step2.署名 

者情報を入力してください。 

１．登録申請   ※画像イメージは、実際の画面と多少異なる場合があります 

https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=1701
https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/system/manual_pop-up.pdf
https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/system/manual_pop-up.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step１. 企業情報の入力 

○貿易登録の種別 

・登録種別 

  「申請者」、「代行業者」、「申請者かつ代行業者」 

の中からお選びください。 

【申請者】 

 原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を、 

申請当事者として申請する法人（団体）・個人 

事業主。 

 

【代行業者】 

 貿易関係証明の申請事務を申請者に代わって行 

うことを業とする法人（団体）・個人事業主。 

申請書類の作成に携わる者の責任を明確にする 

ことを目的としています。 

  ※既に「申請者」として貿易登録済みで代行業者 

の登録をしたい場合、新規で登録するのではなく 

管理者ＩＤから登録種別を「申請者かつ代行業 

者」に変更し、「変更届」を提出してください。 

 

○貿易登録申請者 

 ・会員番号：ローマ字を除く半角数字 7 桁 

 ・旧貿易登録番号： 半角数字 6 桁 

・法人番号 

 重複登録を防ぐため、法人の方は法人番号（13 桁 

 の数字）の入力をお願いしています。 

  ・代表者役職（和文・英文表記） 

   必須項目ではないですが、東京商工会議所では、 

   入力をお願いしています。代表者としての役職 

   を入力してください。 

 

  ・代表者氏名 

   法人の方の場合は、履歴事項全部証明書に記載の 

代表者をご登録ください。 

 

  ・現住所（英文表記） 

   オンライン発給の場合、輸出者住所のデフォルト 

   値として入力されます。（修正可能） 

 

 

○貿易登録に関する問い合わせ・連絡先 

 ・連絡先住所（和文表記） 

   郵送物をお送りする住所を入力してください。 

   支社・支店等を連絡窓口にしたい場合は、支社・ 

支店等の連絡先を入力してください。 

システム画面はイメージ

です。実際の画面に従って

情報をご入力ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○個人情報の取り扱いと利用規約への同意 

 企業情報の入力完了後、「個人情報の取り扱い」及び 

「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約」 

を必ずご確認いただき、同意のうえ、「同意して次 

へ」をクリックして入力内容の確認画面に進みます。 

 

『貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約』 

 ・第 3 条 2 項 

  本システムは以下の機能から構成されています。 

  （１）貿易登録 

  （２）発給申請 

  （３）申請者・署名者、代行業者管理 

  （４）リファレンスシステム 

    

 (１)(３)については、窓口申請の場合も対象です 

ので、貿易登録をされる際は必ず利用規約をご 

確認ください。 

 

・第 9 条 3 項 

  申請者および署名者は、いかなる場合もユー 

ザーＩＤを第三者に開示、貸与、共有、譲渡 

することはできません。 

 

  

  社内の担当者であっても、ユーザーＩＤを使って代わりに申請することはできません。 

貿易登録後、ユーザーＩＤでサブＩＤを作成し、担当者に譲渡して下さい。 

・メールアドレス 

   貿易登録の完了通知や、有効期間 30 日前の更新 

案内（システムから自動メール送信）等貿易登録 

に関する案内をお送りします。  

  

○その他事項 

 原則任意入力ですが、「古物商許可証の有無」は 

 「有り」または「無し」の選択が必須ですので 

ご注意ください。 

 ・古物商許可証の有無 

  中古品の取り扱いがある場合、「有り」を選択 

    してください。貿易登録の申請時に、 

各都道府県の公安委員会が発行した 

「古物商許可証のコピー」（法人名義）提出が 

必要となります。 

 

  ・関連事業案内 

   商工会議所からの関連事業のご案内（メール配信） 

   を希望されない場合は、チェックを外してくだ 

さい。 

 

https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/system/manual_sub-id.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step2. 署名者情報の入力 

（登録種別が「代行業者」の場合、署名者情報の 

入力は不要です。） 

 

・申請方法（オンライン申請、窓口申請）に関わらず、 

 貿易関係証明を行う署名者を入力してください。 

 （原産地証明書等、商工会議所に提出する書類に 

書かれる署名を登録してください） 

  ※窓口申請の場合、署名者のユーザーＩＤは使用い 

たしません 

 

【入力手順】 

①署名者の「氏名（和文）」(必須)､「氏名（英文）」 

(必須)、役職（任意）、「E-mail」(必須)、 

「E-mail（確認用）」(必須)を入力します。 

②「追加」をクリック 

③入力欄の下の署名者一覧に追加されます。登録 

する署名者が複数人いる場合、①②を繰り返して 

人数分登録します。 

④登録する全署名者の入力完了後、「次へ」をクリックします。 

※本画面の左上の「企業情報を修正する」ボタンをクリックすると、企業情報の入力画面に戻ります。 

 

① 

② 
③ 

④ 

④ 

２．書類提出 

「誓約書」および「登録台帳（業態内容届・署名届）」 

を印刷し、「誓約書」に押印、「署名届」に肉筆サイン 

をしてください。 

 ◎肉筆サインは枠内に濃くはっきりと記載ください 

 （枠に収まらない場合は登録ができません） 

 

「誓約書」と「登録台帳（業態内容届・署名届）」とその他の必要書類（ＨＰ参照）を東京商工会議所へ提出して 

ください。 ※登録種別が「代行業者」の場合、署名届は提出不要です。 

 

 

 

 

 

                                 ＋ 
 

 

押印 

肉筆サイン 

その他必要書類 

（ＨＰ参照） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．登録審査 

貿易登録の承認後、「貿易関係証明発給システム」の 

利用に必要な「貿易登録証（【管理者ＩＤ】とパスワ 

ード）」を発行いたします。 

※貿易登録証に管理者ＩＤとパスワードが記載されて 

いるため、登録住所の担当者あてに郵送します。 

（書類の不備・不足がなければ、書類を受領して 

３営業日以内に郵送しています。） 

※【管理者ＩＤ】では、登録内容の変更や更新手続 

き、署名登録証（【ユーザーＩＤ】・パスワード） 

の閲覧や出力ができます。 

※オンライン発給は【ユーザーＩＤ】もしくは 

【サブＩＤ】を利用します。 

※登録種別が「代行業者」の場合は、【管理者ＩＤ】のみとなります。【ユーザーID】（署名者）はありません。 

<注意事項> 

●署名届 

・署名届は必ず申請企業に所属する社員であることが 

必要です。（代行会社や関係会社の社員は不可） 

・消せるボールペンでの記載は一切受けられません。 

・署名は、必ず枠内に収まるようご記入ください。 

枠のはみ出しにつきましては、一切受付できません。 

 ※システム上、一部の署名者だけの登録ができません。枠はみだしの場合は、再度書類を揃えてお越しください。 

・署名は、黒いボールペン（推奨：1.0ｍｍ以上）・サインペン等ではっきりとご記入ください。 

 ※黒以外・細い場合、データとして取り込んだ際、署名が薄くなり認識できない可能性がございます。 

 

 

＜その他＞ 

  ●貿易登録のお手続きは、必要書類をご用意の上、窓口でお手続きをしてください。 

 

窓口：台東区東上野 4－8－1 TIXTOWER UENO 3 階  東京商工会議所 証明センター 

 

貿易登録 受付時間：9 時 30 分～11 時 30 分、13 時～16 時 30 分 

    

   ※通常、窓口での申請後、書類の不備・不足等がなければ、30 分程度で貿易登録証を発行します。 

    但し、窓口の混雑状況によって、お待たせする可能性がございます。 

 

   ※会員・非会員関わらず、窓口でのお手続きの際にレターパック（レターパックプラス・ライト）をご持参いただけ 

れば、お手続き完了後、貿易登録証をご郵送でご返却させていただきます。（受付の翌営業日 発送） 

 

●【会員限定】貿易登録の郵送受付について 

   ※東京商工会議所の会員の方に限りまして、郵送での貿易登録書類（各種証明書の申請は不可）の受付を行います。 

    詳細は、2022 年 8 月 1 日ＢＣＮをご確認ください。貿易登録証ご返送のため、返信用封筒（レータパック・レターパ

ックプラス）の同封が必要です。 

   ※貿易登録の郵送受付の場合、Ａ・Ｂ）新規貿易登録 Ｃ）切り替え手続き Ｄ）更新手続き のいずれかを 

    明記した上でご申請ください。申請内容の判断が付かない場合、担当者へ事前連絡なく、お預かりしましたレターパ 

ックにて書類一式をご返送させていただきます。 

 

 

https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/bcn/20220801_touroku.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代行業者、オンライン発給を申請しない場合は、 

「４．ＩＤ等の交付」は不要です。 

 

 

貿易登録証に記載の「商工会議所コード」「管理者 

ＩＤ」「パスワード」を入力し、「貿易関係証明発給 

システム（https://coo.jcci.or.jp/eCO/)」にログイン 

してください。 

 

 

※管理者パスワードは定期的に変更してください 

※管理者パスワードがわからなくなった場合は、 

東京商工会議所までご連絡ください 

 

 

 

 

 

 

 

メインメニューの「登録内容/署名者確認」を選択し、 

「署名登録証印刷」をクリックすると、登録した署名 

者（サイナー）ごとに、ユーザーＩＤ、パスワードの 

記載された「署名登録証」が出力されます。 

 

 

 

 

署名者（サイナー）に「署名登録証」を交付します。 

※オンライン発給は【ユーザーＩＤ】を利用します。 

※代行業者は申請者から【サブＩＤ】の通知を受ける 

ことでオンライン発給の代行申請が可能となります。 

※署名者のパスワードは定期的に変更してください。 

※署名者のパスワードは「初回ＰＤＦ出力時」のみ紙面で閲覧 

が可能です。署名者のパスワードがわからなくなった場合は、管理者が管理者ＩＤでログインし、 

再設定してください。再度設定したパスワードは、署名登録証で閲覧することはできませんので、 

管理者から対象ユーザーに直接通知してください。 

 

 

４．ＩＤ等の交付 

https://coo.jcci.or.jp/eCO/

